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［行政法］

屋外広告物法は，都道府県が条例により「屋外広告物」（常時又は一定の期間継続して屋外で公

衆に表示されるものであって，看板，立看板，はり紙及びはり札並びに広告塔，広告板，建物その

他の工作物等に掲出され，又は表示されたもの並びにこれらに類するもの）を規制することを認め

ており，これを受けて，Ａ県は，屋外広告物（以下「広告物」という。）を規制するため，Ａ県屋

外広告物条例（以下「条例」という。）を制定している。条例は，一定の地域，区域又は場所につ

いて，広告物又は広告物を掲出する物件（以下「広告物等」という。）の表示又は設置が禁止され

ている禁止地域等としているが，それ以外の条例第６条第１項各号所定の地域，区域又は場所（以

下「許可地域等」という。）についても，広告物等の表示又は設置には，同項により，知事の許可

を要するものとしている。そして，同項及び第９条の委任を受けて定められたＡ県屋外広告物条例

施行規則（以下「規則」という。）第１０条第１項及び別表第４は，各広告物等に共通する許可基

準を定め，規則第１０条第２項及び別表第５二は，建築物等から独立した広告物等の許可基準を定

めている。

広告事業者であるＢは，Ａ県内の土地を賃借し，依頼主の広告を表示するため，建築物等から

独立した広告物等である広告用電光掲示板（大型ディスプレイを使い，店舗や商品のコマーシャル

映像を放映するもの。以下「本件広告物」という。）の設置を計画した。そして，当該土地が都市

計画区域内であり，条例第６条第１項第１号所定の許可地域等に含まれているため，Ｂは，Ａ県知

事に対し，同項による許可の申請（以下「本件申請」という。）をした。

本件広告物の設置が申請された地点（以下「本件申請地点」という。）の付近には鉄道の線路が

あり，その一部区間の線路と本件申請地点との距離は１００メートル未満である。もっとも，当該

区間の線路は地下にあるため，設置予定の本件広告物を電車内から見通すことはできない。また，

本件申請地点は商業地域ではなく，本件広告物は「自己の事務所等に自己の名称等を表示する広告

物等」には該当しない。これらのことから，Ａ県の担当課は，本件申請について，規則別表第５二

（ハ）の基準（以下「基準１」という。）に適合しない旨の判断をした。他方，規則別表第４及び

第５のその他の基準については適合するとの判断がされたことから，担当課は，Ｂに対し，本件広

告物の設置場所の変更を指導したものの，Ｂは，これに納得せず，設置場所の変更には応じていな

い。

一方，本件申請がされたことは，本件申請地点の隣地に居住するＣの知るところとなった。そ

して，Ｃは，本件広告物について，派手な色彩や動きの速い動画が表示されることにより，落ちつ

いた住宅地である周辺の景観を害し，また，明るすぎる映像が深夜まで表示されることにより，本

件広告物に面した寝室を用いるＣの安眠を害するおそれがあり，規則別表第４二の基準（以下「基

準２」という。）に適合しないとして，これを許可しないよう，Ａ県の担当課に強く申し入れてい

る。

以上を前提として，以下の設問に答えなさい。

なお，条例及び規則の抜粋を【資料】として掲げるので，適宜参照しなさい。

〔設問１〕

Ａ県知事が本件申請に対して許可処分（以下「本件許可処分」という。）をした場合，Ｃは，こ

れが基準２に適合しないとして，本件許可処分の取消訴訟（以下「本件取消訴訟１」という。）の

提起を予定している。Ｃは，本件取消訴訟１における自己の原告適格について，どのような主張を

すべきか。想定されるＡ県の反論を踏まえながら，検討しなさい。

〔設問２〕



- 4 -

Ａ県知事が本件広告物の基準１への違反を理由として本件申請に対して不許可処分（以下「本

件不許可処分」という。）をした場合，Ｂは，本件不許可処分の取消訴訟（以下「本件取消訴訟２」

という。）の提起を予定している。Ｂは，本件取消訴訟２において，本件不許可処分の違法事由と

して，基準１が条例に反して無効である旨を主張したい。この点につき，Ｂがすべき主張を検討し

なさい。
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【資料】

○ Ａ県屋外広告物条例（抜粋）

（目的）

第１条 この条例は，屋外広告物法に基づき，屋外広告物（以下「広告物」という。）及び屋外広告

業について必要な規制を行い，もって良好な景観を形成し，及び風致を維持し，並びに公衆に対

する危害を防止することを目的とする。

（広告物の在り方）

第２条 広告物又は広告物を掲出する物件（以下「広告物等」という。）は，良好な景観の形成を阻

害し，及び風致を害し，並びに公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

（許可地域等）

第６条 次の各号に掲げる地域，区域又は場所（禁止地域等を除く。以下「許可地域等」という。）

において，広告物等を表示し，又は設置しようとする者は，規則で定めるところにより，知事の

許可を受けなければならない。

一 都市計画区域

二 道路及び鉄道等に接続し，かつ，当該道路及び鉄道等から展望できる地域のうち，知事が交

通の安全を妨げるおそれがあり，又は自然の景観を害するおそれがあると認めて指定する区域

（第１号の区域を除く。）

三，四 略

五 前各号に掲げるもののほか，知事が良好な景観を形成し，若しくは風致を維持し，又は公衆

に対する危害を防止するため必要と認めて指定する地域又は場所

２ 略

（許可の基準）

第９条 第６条第１項の規定による許可の基準は，規則で定める。

○ Ａ県屋外広告物条例施行規則（抜粋）

（趣旨）

第１条 この規則は，Ａ県屋外広告物条例（以下「条例」という。）に基づき，条例の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。

（許可の基準）

第１０条 条例第６条第１項の規定による許可の基準のうち，各広告物等に共通する基準は，別表第

４のとおりとする。

２ 前項に規定するもののほか，条例第６条第１項の規定による許可の基準は別表第５のとおりとす

る。

別表第４（第１０条第１項関係）

一 地色に黒色又は原色（赤，青及び黄の色をいう。）を使用したことにより，良好な景観の形成を

阻害し，若しくは風致を害し，又は交通の安全を妨げるものでないこと。

二 蛍光塗料，発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したこと等により，良好な景観の形成を阻害

し，若しくは風致を害し，又は交通の安全を妨げるものでないこと。

別表第５（第１０条第２項関係）

一 略

http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/chiba-ken/D1W_bunkaturesdata.exe?CALLTYPE=1&RESNO=106&HANSUU=1&DSPINIT=0&GAMENKEY=0&&PROCID=1746097959&UKEY=UKEY=1549698207&BUNKATU_NO=1&DSPINIT=0&GAMENKEY=0#JUMP_SEQ_294
http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/chiba-ken/D1W_bunkaturesdata.exe?CALLTYPE=1&RESNO=106&HANSUU=1&DSPINIT=0&GAMENKEY=0&&PROCID=1746097959&UKEY=UKEY=1549698207&BUNKATU_NO=1&DSPINIT=0&GAMENKEY=0#JUMP_SEQ_294
javascript:OpenResDataWin%28%27/cgi-bin/chiba-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=1746097959&CALLTYPE=4&REFID=34490101000500000000&KSNO=43090101005200000000&JYO=%36%20%30%20%30&KOU=%31%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=1%27%29
http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/chiba-ken/D1W_bunkaturesdata.exe?CALLTYPE=1&RESNO=106&HANSUU=1&DSPINIT=0&GAMENKEY=0&&PROCID=1746097959&UKEY=UKEY=1549698207&BUNKATU_NO=1&DSPINIT=0&GAMENKEY=0#JUMP_SEQ_298
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二 建築物等から独立した広告物等

（イ） 一表示面積は，３０平方メートル以下であること。

（ロ） 上端の高さは，１５メートル以下であること。

（ハ） 自己の事務所等に自己の名称等を表示する広告物等以外の広告物等について，鉄道等までの

距離は，１００メートル（商業地域にあっては，２０メートル）以上であること。

三～九 略
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令和元年予備試験行政法 参考答案  

第１ 設問１ 

 １ Ｃは以下のように原告適格が認められると主張すべきである。  

 ２ 「法律上の利益を有する者」（行政事件訴訟法（以下、法令名省略）9 条 1 項）

とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護される利益を侵害され、又

は必然的に侵害されるおそれがある者をいい、法律上保護される利益は、当該処

分の根拠法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益に吸収解消させる

にとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としても保護する趣旨であると

解される場合に認められる。  

   そして、本件においてＣは申請者ではなく、「処分…の相手方以外の者」にあ

たるので、9条 2項に従い、検討する。  

３(1) 前提として、Ｃが本件において主張すると考えられるのは、良好な景観を維

持する利益と安眠を害されない利益の二つである。 

(2) では、これらの利益は条例により保護されるか。まず、根拠法令の文言、

趣旨及び目的について考える。 

条例１条は「この条例は…良好な景観を形成し、及び風致を維持…するこ

とを目的とする」と定め、同 2 条は広告物がその目的を害しないことを定め

ている。そして、同 6 条 1 項 2 号に「自然の景観」に関する配慮規定があり、

同 6 条 1 項 5 号も「良好な景観を形成」することへの配慮をしている。これ

らの規定から、条例は前者の良好な景観を維持する利益を保護する趣旨であ

るといえる。  

     さらに、同 1 条は「公衆に対する危害を防止すること」も目的としており、

同 6 条 1 項 5 号において、「公衆に対する危害を防止するため」との規定が

あることから、周辺住民が何らかの危害を受けることがないことを利益とし

て保護しているといえるので、後者の安眠を害されない利益も保護されてい

る。  

   (3)ア では、この利益は一般的公益に吸収されるか、個別的利益として保護さ

れるか。  

     「利益の内容及び性質」から考える。  

    イ ここで、Ａ県の反論として以下のようなものが考えられる。  

景観利益というのはあくまでも地域一帯において認められる公益的な性

質が強い利益である。また、公衆の安全という利益についても、個別的な

ものではなく、社会全般にかかる公益的な性質のものである。したがって、

条例の保護する利益は一般的公益に吸収される。  

    ウ この反論について、たしかに良好な景観を維持する利益は、人の生命身

体に関わるものではなく、性質上一般的公益に吸収されるものであるとい



える。また、条例及び規則においても周辺住民の許可条件を設けるなどの、

具体的に周辺住民の景観利益を保護する趣旨の規定は存在しない。  

      したがって、良好な景観を維持する利益について、Ｃは個別的に保護さ

れることなく、原告適格は認められない。  

    エ 一方で、安眠を害されない利益は、睡眠という健康に直結する行為に関

するもので、人の身体生命に大きく関わる性質といえる。また、その害の

程度は、広告物との位置関係により大きく左右されるので、個別的に判断

する必要性が大きい。そして、本件基準２においては、明文上周辺住民へ

の配慮規定はないように思えるものの、規制の対象として「発光塗料又は

反射の著しい材料」をあえて規定しているが、これは周辺住民が広告物に

よる光を原因とする被害を受けることを防止し、個別的にその利益を保護

しようという法の趣旨を表すものといえる。  

      したがって、安眠を害されない利益は、個別的利益として保護される。  

   (4) そして、原告適格が認められるのは、条例により個別的に利益が保護され

る範囲に含まれる者、すなわち、広告物の発する光が直接入ってきて安眠に

影響を受けるような位置関係にある近隣住民である。  

Ｃは本件広告物の隣地に居住するものであり、本件広告物が深夜まで映像

を表示することにより安眠を害されるおそれが明らかであることから、原告

適格が認められる。  

 ４ よって、Ｃには原告適格が認められる。  

第２ 設問２  

 １ 基準１は、条例 9 条により委任を受け、条例 6 条 1 項の許可の基準を定めたも

のである。委任の範囲を逸脱する基準は違法であり無効となるところ、基準１は

委任の範囲を逸脱し、無効とならないか。  

 ２ 委任の範囲を逸脱しているか否かは、委任の趣旨目的を勘案して判断する。 

３(1) 条例 6条 1 項 2号は「鉄道等に接続し、かつ、…鉄道等から展望できる地域

のうち、知事が交通の安全を妨げるおそれがあり、又は自然の景観を害するお

それがあると認めて指定する区域」を許可が必要な場所としている。この趣旨

は、鉄道等に接続している場所に広告物等が設置されることにより、鉄道等の

運行に支障が出ることを防ぎ、また車内からの景観を保護することにあると考

えられる。そのため、鉄道等からの距離制限を設けるにあたっては、鉄道等か

ら広告物等が認識できる場合に限定すべきであり、そのような限定がない場合

には条例の趣旨に反すると考える。  

  (2) そこで基準１について見ると、「鉄道等までの距離は、100 メートル以上」

とするのみで、鉄道等から広告物が認識できる場合に限定する旨の文言は定

められていない。Ａ県には地下鉄が走っており、広告物等との距離が近くて



も広告物が認識できない場合がありえることから、上記のような限定がなさ

れていない基準は条例の趣旨に反しているといえる。 

４ よって、基準１は条例による委任の範囲を逸脱しており、違法であり無効とな

る。  

以上  
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  1 行目から最後の行の「以上」まで行を空けることはない 

・ ナンバリングした場合には、ナンバリングに合わせて字を下げ、左端に空白のスペース

（インデント）をとる（必須ではないが、このように書いた方が読みやすく、印象がよい） 

  具体例 

１ 本件勧告について 

(１) Ⅹは、本件勧告に処分性が認められることについて、どのような主張をすべきか。 

(２) 「処分」(行政事件訴訟法(以下、行訴法)3 条 2 項)とは、公権力の主体たる国また

は公共団体の行う行為のうち、それにより直接国民の権利義務を形成し‥‥ 

  ア 本件におけるⅩの‥‥ 

 

２ 行政法について 

(１) 予備試験における行政法の位置付け 

  ・ 受験生が後回しにしがち 

   → そのためか、受験生全体のレベルが低い(おそらく主要 7 科目で一番低い) 

  ・ しかし、覚えることはそこまで多くない(おそらく憲法に次いで少ない) 

  ・ 出題パターンがだいたい決まっている 

→ 早いうちから取り組んでものにしておけば、安定して高得点狙える 

 

(２) 行政法の出題パターン 

  ・ 設問は 2 つ 

   片方で訴訟要件該当性を、もう一方で本案で主張する違法性の内容について問うパ

ターンが多い 

   …最近はこのパターンとは異なる（マニアックな）論点も混ぜてくる傾向 

  ・ 訴訟要件該当性として問われるのは、処分性か原告適格の可能性が高い(数年前ま

では交互に出題) 

  ・ 違法性の主張については、裁量の逸脱濫用の可能性がかなり高い 

   手続上の違法もそれなりの頻度で出題される 

  → ものすごく複雑な法律論を考えさせられることはあまりないので、行政法全般の

基本的な理解ができているか、初めて見る法令の仕組み解釈ができるか、判例をきち

んと理解しているか、こういった事項が問われる 

 



３ 本問(令和元年予備試験)の解説 

（１） 総論 

    行政法を解く際の注意点 

   ・ 設問をしっかり読んで、何を問われているか把握（誰の立場で？結論決まってる

か？主張すること決まってるか？） 

・ 誘導に乗る（設問、問題文中の各事実の分量、当事者が不満を持っている点） 

 

（２） 設問１ 

・ 設問 

  A 県知事が本件申請に対して許可処分をした場合、Ｃは、これが基準２に適合し

ないとして、本件許可処分の取消訴訟の提起を予定している。Ｃは、本件取消訴訟

１における自己の原告適格について、どのような主張をすべきか。想定されるＡ県

の反論を踏まえながら、検討しなさい。 

→ 問題となるのは、本件取消訴訟１におけるＣの原告適格 

       Ｃの立場からの主張を、想定されるＡ県の反論を踏まえて検討する必要 

     → 求められている結論は？ 

 

   ・ 原告適格の検討手順 

     「法律上の利益を有する者」（行訴法 9 条 1 項）についての小田急高架下事件（最

大判平 17.12.７）の解釈を示す 

     「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保

護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう 

    →法律上保護された利益に当たるか否かは、当該処分の根拠法規が、不特定多数者

の具体的利益を専ら一般公益に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々

人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解することが

できるか否かによって判断する 

       ＋ 

    「処分…の相手方以外の者」に当たるため 9 条 2 項に従い検討することを指摘 

       ↓ 

    9 条 2 項に従い検討（検討の順序は諸説あり） 

    ① 原告が害されている利益 

      問題文から原告の主張する被侵害利益を読み取り記載 

     →良好な景観を維持する利益と安眠を害されない利益 

 

    ② 法令上どのような利益が保護されているか 

      根拠法令や関係法令の「趣旨及び目的」を検討 



     →条例１条「この条例は…良好な景観を形成し、及び風致を維持…することを目

的とする」 

同 2 条「良好な景観の形成を阻害し、及び風致を害し、並びに公衆に対し危害

を及ぼすおそれのないものでなければならない」 

同 6 条 1 項 2 号「自然の景観」 

同 6 条 1 項 5 号「良好な景観を形成」 

⇒良好な景観を維持する利益を保護する趣旨 

      同 1 条「公衆に対する危害を防止すること」 

同 6 条 1 項 5 号「公衆に対する危害を防止するため」 

⇒安眠を害されない利益も保護する趣旨 

 

    ③ ②の利益が一般公益に吸収解消されるか、個別具体的に保護されるか 

      「利益の内容及び性質」を検討 

     →良好な景観：人の生命身体に関わるものではない 

      ⇒一般公益に吸収解消される 

      安眠：睡眠という健康に直結する行為に関連、人の身体生命に大きく影響 

害の程度は、広告物との位置関係により大きく左右される 

本件基準２「発光塗料又は反射の著しい材料」を規制  

      ⇒個別的に保護される 

 

    ④ 保護範囲に含まれるか否か 

      ③の利益が保護される者の範囲を確定した上で、原告がその範囲に含まれる

か検討 

      →広告物の発する光が直接入ってきて安眠に影響を受けるような位置関係に

ある近隣住民 

       ⇒Ｃは本件広告物の隣地に居住する＝範囲内 

 

       ↓ 

      結論 

 

   ・ 主張反論の書き方について 

    あくまでも求められているのは原告側の主張 

    → ベースはⅩ側に立った検討 

    → 反論は争点を明確化するために核心的な部分について端的に書けば十分、具

体的にＹ県の主張を書く必要はなし 

 



（３） 設問２ 

   ・ 設問 

     Ａ県知事が本件広告物の基準 1 への違反を理由として本件申請に対して不許可

処分をした場合、Ｂは、本件不許可処分の取消訴訟の提起を予定している。Ｂは、

本件取消訴訟において、本件不許可処分の違法事由として、基準 1 が条例に反し

て無効である旨を主張したい。この点につき、Ｂがすべき主張を検討しなさい。 

     → 問題となるのは、基準 1 が条例に反しているか 

     → 求められている結論は？ 

       B からの主張＝基準１が条例に反し、無効であるという結論 

 

   ・ 違法事由 ＝ 基準 1 が条例に反して無効 

     → 条例に反したといえる規範は？ 

       委任の範囲の逸脱 

 

       条例に反していそうな部分（B がおかしいと考えている、不満を感じている

部分）は？ 

       「もっとも，当該区間の線路は地下にあるため、設置予定の本件広告物を電

車内から見通すことはできない」 



2025 年 3 月 11 日 A ゼミ、4 月 30 日 B ゼミ  

行政法 

最優秀答案 

回答者 O・J さん 

 

第１ 設問１ 

 １ Ｃの主張の根拠 

 Ｃは、本件取消訴訟１において、条例が、①景観利益及び②生活環境利益を保護している

にもかかわらず、本件許可処分によりＣ自身のこれらの利益が侵害された者として原告適格

を有することを主張すべきである。以下、詳述する。 

 ２ Ｃの主張の具体的内容 

⑴原告適格は、「法律上の利益を有する者」（行政事件訴訟法９条１項）に認められる。抗告

訴訟が国民の権利救済を目的としていること及び権利救済基準を明確にする必要があるこ

とから、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護

された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。また、当該処分の

根拠規定が一般的公益に吸収解消させるにとどめず、個々人の個別的利益として保護する趣

旨である場合はこの場合も含むと解する。そして、裁判所は、「処分…の相手方以外の者」

（同条２項）であるＣについては、同項の考慮要素に基づき法律上の利益の有無を判断する。 

⑵景観利益について 

ア 本件許可処分は、本件条例６条１項を根拠とし、許可地域として、「自然の景観」を害

するおそれがある地域（同２号）及び「風致を維持」する必要がある地域（同５号）を列挙

している。また、広告物の発光塗料・反射塗料等を禁止し、「良好な景観の形成」や「風致」

を害さないよう配慮している（条例９条、規則 10 条１項、別表第４ニ）。これは、広告物の

発光塗料・反射塗料等によって調和の取れた都市景観を侵害するおそれがあることに鑑み、

とくに都市景観を保護する趣旨である。 

 他方、Ａ県は、景観利益は国民一般が享受する公益的利益であって一般的公益にすぎない

と反論し得る。 

 しかし、一度良好な景観を害する広告物が設置されると、その広告物と調和の取れた景

観・風致を再度形成することは著しく困難となる。少なくとも、良好な景観を有する地点に

近接して居住し、その恵沢を享受する住民は、当該広告物の存続により、これまで日常的に

享受してきた景観利益をを背景とした生活を送ることができなくなり、人格的利益を害さ

れることとなる。 

 これらのことから、本件条例は、良好な景観を有する地点に近接して居住し、その恵沢を

日常的に享受する住民の景観利益を個々人の個別的利益として保護している。 

イ 本件では、Ｃは、本件申請地点の隣地に居住しており、日常的に周辺の良好な景観を享



受する住民であるから、Ｃの景観利益は法律上保護された利益にあたり、本件広告物の設置

により同利益が必然的に侵害されるおそれがある。 

 よって、Ｃは「法律上の利益を有する者」に該当し原告適格が認められ、Ａ県の反論は失

当である。 

⑶生活環境利益について 

ア Ａ県としては、そもそも当該利益が条例に規定されていないため、条例は個別的利益と

して保護する利益ではないと反論し得る。 

 しかし、本件条例が広告物の発光塗料・反射塗料を禁止するのは、広告物の光の反射等に

より周辺住民の視覚に悪影響を及ぼし睡眠障害等を引き起こすことを「公衆に対する危害」

（６条１項５号）として規制し、周辺住民の睡眠環境を保護する趣旨である。 

 そして、このような広告物の反射光等が日常的に反復継続して周辺住民の視界に入ること

により、睡眠障害等の健康被害が生じることが考えられる。 

 これらのことから、本件条例は、良好な生活環境を送る地点に近接して居住し、その恵沢

を日常的に享受する住民の生活環境利益を個々人の個別的利益として保護している。 

イ 本件では、Ｃは、前述のとおり、本件申請地点の隣地に居住しており、日常的に良好な

生活環境を享受する住民である。それに加えて、本件広告物に面した寝室を利用するＣは、

夜間を含めて視界を害する本件広告物にさらされ、著しく健康を害するおそれがあって、Ｃ

の生活環境利益は法律上保護された利益にあたり、本件広告物の設置により同利益が必然

的に侵害されるおそれがある。 

 よって、Ｃは「法律上の利益を有する者」に該当し原告適格が認められ、Ａ県の反論は失

当である。 

 ２ Ｂの主張の具体的内容  

⑴本件基準１を含む規則は、条例９条の委任に基づき委任命令である。このことから、委任

の範囲が逸脱した場合は無効となる。その判断は、授権法の趣旨・目的、委任の趣旨、授権

法との整合性等を考慮して判断するものと解する。 

⑵そこで、Ｂは以下の主張をすべきである。条例の目的は、良好な景観の形成、美観風致及

び公衆の安全であり（１条及び２条）、その目的実現のため６条１項により許可基準が定め

られている。そして、同項２号は「鉄道等から展望できる地域…交通安全を害するおそれが

あり、…自然の景観を害するおそれがあると認めて指定する地域」を定めている。これは、

走行する鉄道等から見通しできる箇所への広告物の設置が交通の妨げになることや良好な

景観を害することを防止する趣旨である。そのうえで、条例９条が６条１項の許可基準を規

則で定めるよう委任したのは、かかる条例の目的を実現するための基準を可能な限り具体

化するためである。そうだとすれば、鉄道等からの距離のみを基準として、鉄道等からの見

通しを全く考慮していない規則の本件基準１は、授権法である条例に適合しない。また、本

件で規制されるのは、Ｂという広告事業者の営利的表現の自由（憲法２１条１項及び２２条）

であるから、委任の範囲内か否か厳格に判断すべきである。 



 したがって、かかる授権法たる条例に整合しない本件規則は、委任の趣旨に反するものと

いえ、規則の本件基準１は、条例の委任の範囲を逸脱し、無効である。 

              以上 
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